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品川区公契約条例に係る誓約書
所在地
氏名・名称
代表者　　　　　　　　　　　　　様
所在地
氏名・名称
代表者

　貴社と「　　　　　　　」（以下「本件公契約」という。）に関わる「　　　　　　契約」（以下「本件契約」という。）を締結するに当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。

記

１　労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その他の労働関係法令の規定を遵守すること。
２　品川区公契約条例（令和６年品川区条例第５６号。以下「条例」という。）第２条第４号の労働者等に対し、条例第７条の労働報酬下限額以上の額の労働報酬を支払うこと。
３　本件契約が継続性のある業務であるときは、当該業務に従事する労働者等の雇用の安定ならびに当該業務の質の維持および継続性の確保に配慮し、本件契約の締結前から当該業務に従事していた労働者等のうち希望するものを雇用するよう努めること。
４　次に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、またはこれらの事項を記載した書面を労働者等に交付すること。
　⑴　労働報酬下限額
　⑵　この誓約書の内容が適用される労働者等の範囲
　⑶　条例第１０条の規定による申出に関する事項およびその申出先
　⑷　本件公契約の受注者（条例第２条第２号の受注者をいう。以下同じ。）の労働報酬に係る連帯責任に関する事項
　⑸　本誓約書５の項に掲げる不利益取扱いの禁止等に関する事項
５　条例第１０条の規定による労働者等の申出があった場合は、誠実に対応するとともに、当該申出をした労働者等について、当該申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしないこと。
６　条例第１１条第１項の規定に基づく品川区長による報告の求めおよび立入調査に応じ、協力をすること。
７　条例第１２条の規定に基づく是正の求めがあった際は、速やかに是正の措置を講じること。
８　次に掲げる事項により本件公契約が解除（指定管理協定に係る指定管理者の指定の取消しまたは管理の業務の全部もしくは一部の停止を含む。以下同じ。）となった場合に、当該解除により損害が生じても、品川区にその損害の賠償請求をしないこと。
　⑴　本件公契約の受注者または受注関係者（条例第２条第３号の受注関係者をいう。以下同じ。）が、条例第１１条第１項の規定に基づく区長による報告の求めに応じず、または虚偽の報告を行った場合
　⑵　本件公契約の受注者または受注関係者が、条例第１１条の規定に基づく立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または立入調査に虚偽の回答を行った場合
　⑶　本件公契約の受注者または受注関係者が、条例第１２条の規定による是正の求めに応じず、または是正の措置の内容について虚偽の報告を行った場合
９　本件契約に係る業務について、他の者にその一部を請け負わせる、または他の者から労働者の派遣を受ける場合には、本誓約書と同一の内容を記載した誓約書を提出させること。
